
各
常
任
委
員
会
審
査
報
告
　

市
議
会
に
は
、
総
務
・
文
教
厚
生
・
経
済
建
設
の
３
つ
の
常
任
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

常
任
委
員
会
で
は
、
本
会
議
で
審
査
を
付
託
さ
れ
た
議
案
等
に
つ
い
て
、
専
門
的
に
審
査
を
行
い
、

採
決
し
た
結
果
を
本
会
議
に
報
告
し
ま
す
。

総務常任委員会の様子

文教厚生常任委員会の様子

経済建設常任委員会の様子

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
限
り
、

病
床
を
有
す
る
診
療
所
を
開
設
し

て
い
る
個
人
で
も
、
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
改
正
す
る
も
の
で
す
。

経
済
建
設
常
任
委
員
会

（
９
月
20
日
開
催
）

議
案
第
４
号
、
議
案
第
７
号
の
一

部
、
議
案
第
９
号　
（
原
案
可
決
）

陳
情
第
３
号　
　
　
　
（
不
採
択
）

＊
委
員
会
質
疑
要
約

＊
議
案
第
７
号
に
つ
い
て（
歳
出
）

問 
　

小
松
地
先
の
道
路
新
設

予
定
地
の
、
水
は
け
対
策
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

答 

　

予
定
地
の
下
側
に
水
路

が
あ
り
、
隣
接
し
て
排
水
機
場
が

整
備
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
水

路
を
活
用
す
る
こ
と
で
対
応
で
き

る
と
考
え
ま
す
。

問 

　

成
東
駅
北
側
周
辺
の
在

り
方
に
つ
い
て
、
市
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
ま
す
か
。

答 

　

ま
ず
は
、
住
民
説
明
会

等
を
行
い
、
地
元
の
意
見
・
意
向

を
確
認
し
て
か
ら
、
検
討
す
る
予

定
で
す
。

職
員
が
病
気
な
ど
の
際
、
代
わ
り

に
保
育
を
行
う
代
替
保
育
の
た
め

の
連
携
施
設
に
つ
い
て
、
小
規
模

保
育
事
業
者
又
は
事
業
所
内
保
育

事
業
者
で
も
可
能
と
す
る
こ
と
②

家
庭
的
保
育
事
業
で
の
食
事
の
外

部
搬
入
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
で
す
。

問 

　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の

市
内
の
事
業
所
数
を
伺
い
ま
す
。

答 

　

定
員
５
人
以
下
の
家
庭

的
保
育
事
業
所
が
１
カ
所
、
定
員

６
人
か
ら
19
人
以
下
の
小
規
模
保

育
事
業
所
が
２
カ
所
あ
り
ま
す
。

事
業
所
内
保
育
事
業
所
及
び
居
宅

訪
問
型
保
育
事
業
所
と
し
て
届
け

出
て
い
る
事
業
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
議
案
第
６
号
に
つ
い
て

問 

　

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
者
等
の
指
定
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
、
改
正

内
容
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答 

　

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
及
び
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
指
定

に
係
る
申
請
は
、
法
人
の
み
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
看
護
小
規

総
務
常
任
委
員
会

（
９
月
18
日
開
催
）

議
案
第
３
号
、
議
案
第
７
号
の
一

部
、
議
案
第
８
号　
（
原
案
可
決
）

＊
委
員
会
質
疑
要
約

＊
議
案
第
７
号
に
つ
い
て（
歳
出
）

問 

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事

業
補
助
金
が
、
１
千
５
百
万
円
減

額
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

答 

　

他
団
体
が
実
施
す
る
、

宝
く
じ
助
成
事
業
の
対
象
と
し
て

決
定
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
、
市

で
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す

が
、
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
事
業
が

あ
っ
た
た
め
、
当
該
団
体
へ
の
補

助
金
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

問 

　

共
通
番
号
制
度
導
入
に

係
る
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業
は
、
急

遽
決
ま
っ
た
事
業
で
す
か
。

答 

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行

令
の
改
正
が
あ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
及
び
住
民
票
に
旧
姓
併

記
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、

シ
ス
テ
ム
を
改
修
す
る
も
の
で
す
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

（
９
月
19
日
開
催
）

議
案
第
１
号
、
議
案
第
２
号
、
議

案
第
５
号
、
議
案
第
６
号
、
議
案

第
７
号
の
一
部　
　
（
原
案
可
決
）

＊
委
員
会
質
疑
要
約

＊
議
案
第
５
号
に
つ
い
て

問 

　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
、
改
正
内
容
に
つ

い
て
伺
い
ま
す
。

答 

　

主
な
改
正
内
容
は
、
①
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